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１．はじめに
　障害児福祉分野、保育分野において児童福祉法
の改正や新しい法律の制定が相次ぎ、制度が大き
く変わろうとしている。制度改変によって、障害
のある子どもや近年特に増加している「気になる
子ども」等、特別な支援を必要とする乳幼児への
療育・保育、発達支援が一層充実していく方向に
向かうよう取り組んでいく必要がある。ところ
で、障害の発見を担う乳幼児健診、健診後の早期
対応の場としての「親子教室」等母子保健分野を
含めて、療育の場や保育園・幼稚園での障害児保
育等発達支援の取り組みの最前線はいうまでもな
く市町村である。ところが、発達支援のしくみと
中味が充実している自治体もあれば、そうでない
自治体もある。例えば、療育の場である「児童発
達支援事業（旧児童デイサービス事業）」や「児
童発達支援センター（旧通園施設）」が設置され
ていない自治体、保育園での障害児の受け入れに
対して、補助金や加配保育士制度が無い、あるい
は巡回相談体制が無い自治体等が存在している。
発達支援に関わる制度的基盤の到達点が自治体に

よって大きく異なっているのである。その背景の
一つには「療育に関する自治体の責務規程が無い
ことが反映している」。１）これは保育園・幼稚園に
おける障害児保育に関しても同様である。かつて
佐藤靖彦は「障害乳幼児に関する制度的基盤は障
害児教育のそれに比べて脆弱であり、その到達点
も各地域、自治体によってまちまちである」と指
摘した。２）この状態は今日においても継続してい
る。更に、制度改変が進む中で、放っておけば、
地域間格差が一層拡大する危険性すらある。それ
ぞれの地域において、特別な支援を必要とする子
どもとその保護者の願いに真に応えることができ
るよう、よりよい支援のしくみと中味づくりにつ
いて、関係者らによる実効性のある協議・検討が
今、求められている。
　そこで、本稿では、筆者の所属する大学のある
宮崎県の地方都市（M市と隣接するm町＝以下
Mm地域と表記）をとり上げ、この地域における
特別な支援を必要とする乳幼児への支援のあり方
を検討する。その際、隣接する鹿児島県北部のＩ
市における乳幼児の発達支援システムをとり上
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げ、報告資料や論文、聞き取り調査等をもとにそ
こでの取り組みの特徴を解明し、そこから学ぶべ
き点について考察し、もってMm地域の発達支援
システムづくりの課題を探ることにする。

２�．障害児福祉制度及び保育制度の改変
の動向

　本論に入る前に、障害児福祉分野及び保育分野
における児童福祉法の改正や新しい法律の制定に
関する動向を概観しておきたい。
⑴　障害児の療育に関わる制度の改変
　２０１０年の児童福祉法改正（２０１２年４月施行）に
より、障害児施設の再編等が行われた。乳幼児期
に関わる改正の主な内容を以下に列挙する。３）

　①�　障害児の範囲の見直しが行われ、身体障
害・知的障害に加え「精神に障害のある児
童」が含まれるようになり、発達障害児も含
まれることになった。

　②�　障害種別に分かれていた障害児施設が再編
され、都道府県が実施主体の障害児入所支援
と市町村が実施主体となる障害児通所支援に
区分された。通所支援については、これまで
の障害種別の通園施設が「児童発達支援セン
ター」の「福祉型」と「医療型」に移行した。
児童デイサービスはこれまでの「障害者自立
支援法」から「児童福祉法」に戻り、「児童
発達支援事業」となった。

　③�　「保育所等訪問支援事業」が新設された。
保育園等で療育支援を受けられるようにする
事業で、保護者は、市町村に申請して給付決
定を得た上で、支援を実施する事業所と契約
することで、保育園等で子どもへの支援を受
けることができるというもの。保護者は、保
育園等の保育料のほかに個別に費用負担する
必要がある。保護者が費用負担してまで療育
支援者の園への訪問を希望するのか。希望し
た場合は、保護者の意向が前面に出るであろ
うと予想されるが、園側の保育活動とどう調
整するのか等検討すべき点は多い。

　④�　「障害児相談支援事業」が創設された。こ
の事業には、サービス利用計画の作成等を行
う障害児支援利用援助と、障害児支援利用計

画が適切であるか否かを一定期間ごとに検証
し、必要に応じて計画の見直しや変更を行う
継続障害児支援利用援助とがある。

　　�　障害の診断がまだついていない段階や保護
者の気持ちの整理もついていない段階等の場
合も含んで、子どもと保護者の立場に立った
ていねいな相談支援、利用計画づくりが進め
られる必要がある。各地域で関係者らによる
よりよいしくみづくりの検討が急務である。

⑵　保育制度の改変動向
　２０１２年８月に「子ども・子育て支援法」関連３
法（「子ども・子育て支援法」「認定こども園法一
部改正法」「整備法」）が可決成立した。政府は
２０１５年度からの本格施行を想定して、内閣府に「子
ども・子育て支援新制度施行準備室」を設置し
（２０１２年９月）、実施に向けた体制を整え始めてい
る。
　「子ども・子育て支援法」関連３法は、公的保
育制度の解体を目論むものだという保育関係者等
の危惧の念が渦巻く中、消費税関連法案とともに
国会に提出された法案が、民主・自民・公明の３
党合意に基づく修正が加えられて成立したもの
で、もともと複雑であった当初の法案が修正に
よってさらに複雑で難解な法律となっている。こ
こでは取り上げる余裕はないが、３法が孕んでい
る矛盾や問題点をしっかり把握する必要がある。
それとともに新法では市町村の役割が大きくなっ
たことを踏まえる時、「市町村の考え方次第で、
弊害をある程度、防ぐことができ、新たな展望を
築くことができる」という指摘４）にも学ぶ必要が
あろう。また、３法による新制度では、障害児の
保育に関して詳細が示されておらず、現時点では、
障害児の保育保障は不透明、不安定なものである
といえる。現在の到達点を後退させることなく、
かつ更に前進させるよう保育・療育関係者や保護
者、行政関係者も交えた検討の場を地域に設けて
いく必要があろう。
　
３�．宮崎県Mm地域の特別な支援を必要と
する乳幼児の保育園における実態と課題

　まず、２０１０年筆者が実施した宮崎県Mm地域の
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保育園への「気になる子ども」についてのアンケー
ト調査結果をもとに、実態と課題を改めて整理し
ておく。５）�
　①�　障害のある子どもの在籍状況は調査した園
の子どもの総計５０１６名中５０名（１％）であっ
た。これは全国平均の１.９％より低い。

　②�　「気になる子ども」がいる園は５４園、１９２ク
ラス（６７.７％）、人数は５０１６名中３４６名（６.９％）
であった。２歳児以降はどの年齢段階でも
７％をほぼ超えている。

　③�　１クラス内の「気になる子ども」の人数が
最も多かったのは４歳児クラスの８名であっ
た。このクラスには８名以外に発達障害の診
断を受けた子どもが２名おり、これらを含め
て子ども２１名を２名の保育者（内１名は非正
規）が担当していた。クラスのほぼ半数が何
らかの配慮を要する子どもという状況であ
る。全体的にみて、「気になる子ども」が在
籍する中、特別の保育条件の改善がないまま、
個々の保育者の個人的努力で保育が展開され
ているであろうことが推測される結果であっ
た。保育体制・条件の改善が急務である。

　④�　「気になる」内容については、「落ち着きが
ない」「集中力に欠ける」「集団行動がとれ
ず、はみ出すことが多い」「こだわりが強い」
「行動が乱暴」が多くあげられており、「気に
なる子ども」の中に発達障害の傾向や疑いの
あるケースが含まれていると推測された。

　⑤�　「『気になる子ども』の保育をすすめていく
上で望むこと」で最も多かったのが「子ども
の状態を保護者に理解して欲しい」（７９.４％）
であった。保護者が子どもの問題に気づき、
相談機関や療育機関につながって欲しい、保
護者と一緒に保育・子育てについて考えてい
けるようになるとよい等の思いを保育者が
持っていることを示しているといえようが、
この問題は保護者と保育者との関係、あるい
は保育園内という枠組みの中だけでどうした
らよいか検討しても問題の解決には至らない
のではないだろうか。保護者の「気づき」が
促され、支援を求める姿勢が引き出されるた
めには、その地域における乳幼児健診からス

タートする支援システム全体のあり方が関係
するのではないかと思われる。

　そこで、以下ではこの「保護者の子ども理解」
という視角から、独自の発達支援システムづくり
が展開されている鹿児島県Ｉ市の取り組みを分析
し、Mm地域における支援のあり方への示唆を得
たいと考える。

４�．鹿児島県Ｉ市における乳幼児の発達
支援システムの特徴とそこから学ぶべ
き点～宮崎県Mm地域の状況とつきあわ
せながら～

⑴　宮崎県Mm地域、鹿児島県Ｉ市の基本データ
　宮崎県Mm地域、鹿児島県Ｉ市６）の、人口、出
生数、保育園・幼稚園数、療育の場等に関する基
本データは表１、表２に示すとおりである。
　Ｉ市には、療育の場として、児童発達支援事業
所が１か所あり、そこには0歳児から５歳児まで
計９４名（H２３年）の利用児がいる。これは未就学
乳幼児の６.３％を占めている。
　一方、Mm地域の場合、療育の場はM市にある
児童発達支援事業所１か所と児童発達支援セン
ター１か所がある（m町には療育の場はなく、M
市を利用している）。両者併せた利用児数の未就
学乳幼児数に占める割合はおおよそ１.２％前後で
ある。年間出生数がＩ市の８.５倍にもかかわらず、
療育の場が２か所しかない状況の下では低い割合
になるのは当然といえるが、保育園に「気になる
子ども」が７%近く存在するにも関わらず、そう
した子どもが特別な支援の必要な子どもとして把
握・対応されていないという問題がある。
　因みに、文科省調査で、義務教育段階で通常学
級における特別な支援を必要とする子どもは、よ
く知られているように、約６％となっている。ま
た厚労省の研究では、発達障害児への早期支援は
１０％が想定されているということである。７）

　療育の場の利用の差（療育の場の充実の必要性
の認識も含めて）を生みだしているものは何かが
以下の検討をとおして明らかになるはずである。

⑵　鹿児島県Ｉ市における「義務療育」の考え方
　鹿児島県Ｉ市は乳幼児期の子どもの発達を支援
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する療育を「義務療育」ととらえ、児童発達支援
事業所（旧児童デイサービス事業）における療育

の無料化を実現している。療育の場の利用料の保
護者負担を国は制度化しているのであるが、Ｉ市

表１　宮崎県M市m町の基本データ

人　口 年　間
出生数

保育
園数

幼稚
園数

就 学 前
乳幼児数
概　　算

乳幼児期の
療 育 の 場 乳幼児健診

健診後の
フォロー
（親子教室）

子 育 て
支　　援
センター

合計 1９４,４４4人 １,９２6人 79園 18園 約１２,５00人

M市 １６９,６３３人 １,６８８人 67園 16園 約１１,００0人

２か所
①児童発達
支援事業所
（旧児童デ
イ）登録児
９４人
（H23年）
②児童発達�
支援センタ�
ー（旧通園
施設）
契約児52名
（H24年）
①②合わせ�
て→就学前�
乳幼児数（m�
町含む）の
約1.2％

１歳６か月
児健診／２
歳６カ月児
歯科健診／
３歳児健診

１・６教室
２・６教室
３・６教室
＜スタッフ
は児童発達
支援事業所
職員、音楽
療法士、臨
床心理士、
保健師＞
＋遊びの場
的な緩やか
な教室
＋療育への
つなぎの教
室

３か所

m町 ２４,８１1人 　238人 　12園 ２園 約１,５０0人 ナシ
１歳６か月
児健診
３歳児健診

親子教室 １か所

備考
＊�Ｈ 22 年
国 勢 調
査

＊�Ｈ 2 0
年

＊�Ｈ 2 2
年

＊�Ｈ 2 2
年

年間出生数
×６.５で 算
出

m町はM市
施設利用

表２　鹿児島県I市の基本データ

人　口 年　間
出生数

保育
園数

幼稚
園数

就 学 前
乳幼児数

乳幼児期の
療 育 の 場 乳幼児健診

健診後の
フォロー
（親子教室）

子 育 て
支　　援
センター

I市 ２９,７０２人
（H23年）

223人
（H２１年）

13園
（H23年）

１園
（H23年）

１,４８７人
（0~６歳
／H23年）

１か所
児童発達支�
援事業所（旧
児童デイ）
登録児94人
（H23年）
→就学前乳
幼児数の約
６.３％

４か月児健
診／１歳６
か月児健診
／２歳６カ
月児歯科健
診／３歳児
健診
11カ月児相
談

0歳児フォ
ロー教室（４
か月児／11
か月児＝２
グループ）
１歳半フォ
ロー教室
＜スタッフは
子育て支援
センター職
員、保健師、
児童発達支
援事業所職
員、保育園
保育士／11
か月には＋
看護師＞

２か所
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においては、必要な時に必要な療育を受けること
はその後の子どもの育ちにとって大きな影響を及
ぼすことを、行政を含めて関係者が、療育の取り
組みの成果を共有する中で共通理解するに至って
いる。そこで、就学前の子どもの発達を支援する
療育は、義務教育と同じように行政が保障しなく
てはならないとして、市長の英断のもと無料とし
たのである。若林隆康８）は、この「義務療育」と
しての無料化に関して、「権利としての療育を保
障」し、「療育の公共性を検証」するものとして
大きな意義を持つと指摘している。障害児・者に
かぎらず福祉分野で公的責任が縮小される方向性
が強まる状況にあってこの持つ意味は大きい。誰
もが安心して必要な療育を受けることができる条
件が整えられていることが、Ｉ市における療育利
用児６％超の実績を生み出している背景といえよ
う。
　ここで、本稿で使用している「療育」について
一言説明を加えておきたい。「療育」という言葉
は「肢体不自由児の父」といわれた高木憲次が
Heilpädagogik（治療教育）というドイツ語を「療
育」と訳したのが最初だという。近年では、治療
と教育及び訓練という意味に限定されずに使用さ
れるようになっている。９）本稿では、「療育」を近
藤直子のいうように、「ていねいな子育て支援、
ていねいな発達支援の取り組み」１０）としてとらえ
る。「障害か否かではなく、発達に関する支援を
必要とする子どもか否かで療育が考えられるよう
になり、とくに３歳未満の時期の療育が重視され
てきている」１１）と近藤は最近の動向を指摘してい
る。乳幼児期においてはとりわけ、人間としての
育ちの基礎を築く、身近な大人との信頼関係の形
成、健康な生活リズムの確立等「生活全体への保
育的な面でのケア」１２）が重要であり、当たり前の
子育てへのていねいな支援としての療育が特別な
配慮を要する乳幼児に保障される必要があると考
える。
　さて、早期からの支援は、保護者にとっては、
利用しやすいものである必要がある。わが子に特
別な支援が必要なのかどうか、子育てを始めたば
かりの保護者にとってはよくわからない、あるい
は、たとえ育てにくさを抱えていても、保健師等

から療育の場の利用を勧められた場合、そのよう
な「特別の場」を利用することには抵抗感がある
等々の事情を保護者は持っている。特別な申込み
手続きや利用料負担があるとなると、保護者に
とって支援の場の敷居は高いものとなる。Ｉ市の
場合、療育の無料化だけではなく、保護者が支援
の場への心理的抵抗感を少なくするための工夫を
含め、早期発見・早期対応システム並びに発達支
援システムが関係者の緊密な連携の下、子どもと
保護者の立場に立って絶えず検討され、ていねい
な取り組みが展開されてきている。これについて
は⑶以下で取り上げていきたい。

　ところで、児童発達支援事業の歴史的経過を簡
単に振り返っておきたい。２０１２年度から児童発達
支援事業所と名称が変更になった療育の場は、Ｉ
市（当時は合併前のＯ市）に開設された１９９７年当
時は、心身障害児通園事業１３）と言われていた。そ
れが２００３年度から、障害者福祉が措置制度から、
利用契約制度を基本システムとする「支援費制度」
に改変される中、通園事業もこの新制度に組み込
まれ、児童デイサービス事業と名称が変わった。
支援費制度の下では、保護者は市町村の障害福祉
の窓口に行って利用申請を行い、支援費の受給者
証の交付を受けてサービスを利用することになる
とともに、保護者の所得に応じて、費用負担も発
生するようになった。いずれも保護者にとっては
高いハードルといえる。この時、Ｉ市においては、
療育を無料としたのである。その後、２００６年から
の「障害者自立支援法」の施行によって、児童デ
イサービス事業は、児童福祉法からはずされ、「障
害者自立支援法」に位置づけられることになり、
利用料が応益負担（１割の負担）となった。しか
し鹿児島県内では、Ｉ市の療育無料化に力を得た
親たちが各地で声をあげた結果、同県内の大部分
の市町村で療育無料化が実現している。因みに宮
崎県M市の療育の場は利用料が必要である。

⑶　鹿児島県Ｉ市の支援システムの特徴点
　１）図１はＩ市の「療育システム」を示したも
のである。４か月児健診・１１か月児健診・１歳半
児健診後のフォローとしてそれぞれ月１回の「親

論文-黒川久美.indd   41 2013/02/28   10:46:15



－ 42 －

南九州大学人間発達研究　第３巻　（2013）

子教室」が実施されている。特に、0歳段階での
「親子教室」が重視されており、４か月児教室１
グループ、１１か月児教室２グループが開設され、
子育て支援センター保育士がリーダーを担いなが
ら、保健師、児童発達支援事業所の療育者、保育
園保育士が毎回スタッフとして位置づいている
（表３）。

図１ 鹿児島県I市の療育システム  （ I市福祉事務所作成 2011 

                                            一部黒川修正 ）
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表３ I市の親子教室の体制 （I市福祉事務所作成 2011）

　図２はＩ市の「療育開始支援システム」である。
健診だけでなく、子育て支援センターの親子活動
や保育園等で把握された「発達や母子関係が気に
なる子ども」が全て先ずは「親子教室」に繋がる
ようになっている。「親子教室」が、早期発見か
ら早期療育へと確実につなぐ支援の中核となって
いるのである。こうした支援システムのキーパー
ソン・コーディネーターは保健師が担っている。
　２）早期発見・対応のためには、0歳段階から
の健診で、グレーゾーンも含めた発見の精度を上
げる必要がある。保健師らによる発達の視点の確
認やケース検討などの学習会が実施され、0歳か
らの「気になる」姿が具体的に捉えられるように
なってきている。例えば、４か月児健診時点で、
人に対する弱さが見られ、身体面だけでなく表情

がない等の気になるケースが把握されており、親
子教室につないでいる、とのことである。また、
乳幼児健診には保育園保育士も参加し、保育士が
子どもの発達の見方や保健師の親への対応の仕
方、保健師と繋がることの意義等を学ぶ機会と
なっている。
　３）Ｉ市における0、１歳児段階からの早期支
援の場としての「親子教室」は、母子の愛着形成
をはじめ、子どもにとっては、人に向かう力やじっ
くり遊ぶ力を養う場になるともに、親にとっては、
安心して子どもに向き合える場、不安な点等を相
談できる場、子育ての見通しが得られる場になっ
ている。特に、近年の母親たちの「変化」―例え
ば、何か一言いえばガラス細工のように壊れてし
まうのではないかと思えるような母親、眠ってい
る赤ん坊の口に哺乳瓶を突っ込む、首が坐ってい
ない赤ん坊を縦抱きにする、母子ともに表情がな
い等など―から、0歳段階からの支援が極めて重
要であるとの認識のもと取り組まれている。
　４か月児フォロー教室の成果として、以下の点
が挙げられている。①乳児期中期で、母親はまだ
仕事復帰等の問題がないため教室に参加しやす
い。②「誰かがみていてくれるから安心」という
声が聞かれる等「親子教室」が母親の安心感につ
ながっている。③発達支援だけでなく子育て支援
の視点（離乳食のすすめ方や生活リズム等）で母
親と話せる機会になり、母親との信頼関係が作り
やすい。④わが子の発達課題について母親が受け
入れやすくなってきた。⑤教室に保育園保育士が
スタッフとして位置づくことで、母親の仕事復帰

図２ 療育開始支援システム  （I市福祉事務所作成 2011）
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による保育園への途中入園の際にも園への子ども
の引継ぎが容易で、母親も担任保育士との顔つな
ぎができ、安心して保育園に通えるようになった。
（以上、H２３年度Ｉ市「親子教室成果と課題」報
告より。）
　１１か月児フォロー教室においては、次のような
成果が挙げられている。①保健師と母親との関係
づくりが進み、訪問につながるケースもあった。
②保健師と保育園保育士と顔が繋がり、連携が取
りやすくなった。③保育士を母親に紹介して、安
心して保育園を利用できるようにする媒介役に保
健師がなっている。④保育士は子どもの発達の様
子を理解した上で保育園での保育を行なうことが
できる。⑤保育園同士や保健師と保育士が情報交
換でき、「親子教室」に参加していない子どもに
ついても保健師が把握することができる。⑥保育
園側も「親子教室」に繋ぎやすくなった。（同上
報告より。）
　４）Ｉ市では、「親子教室」の取り組みが充実
するにつれ、療育の場（児童発達支援事業）での
より早期からの受け入れがすすみ、0~２歳児の
利用が利用児全体の４５％を占めている現状（H２３
年度）である。因みにM市の場合は２９％（H２３年）
となっている。療育の場では、先ずは母子通園（0
~２歳段階）で生活リズムや親子関係を形成し、
２歳以降は母子分離による療育で、基本的生活習
慣、人へ向かう力を育てる。こうして３歳以上の
子どもの大半は、「集団保育」の場で生活するた
めの基本的な力をつけて、保育園・幼稚園に併行
通園するようになっていく。こうした育ちのプロ
セスが保健師、療育者、保育者等とともに、保護
者にも共有されてきている。
　５）Ｉ市では、保育園への入園は就労等の保護
者の必要性だけではなく、子どもにとっての必要
性からも可能となっている。また、保育園・幼稚
園に、スーパーバイザー、療育スタッフ、保健師、
子育て支援センター保育者等がチームを組んで訪
問し、保育実施状況について検討する「巡回保育
相談」が実施されている。療育の場との併行通園
児や「気になる子ども」等について集団の場面で
の様子を確認するとともに、園での保育実践や
ケースの検討を園の全職員参加のもとに行ってい

る。更に、「幼稚園・保育園連絡会」を年１回開
催し、療育の場における併行通園児の療育実践を
公開し、保育園・幼稚園と療育の場との連絡体制、
発達支援の協力体制を協議し、共通認識を図って
いる。
　６）保健師、福祉事務所職員、療育の場の職員、
子育て支援センター職員、及びスーパーバイザー
を構成メンバーとする「療育検討委員会」が年１
回開催されている。ここで年間の取り組みを実証
的に総括し、療育の場を中心に更なる取り組みの
充実を図るための計画立案や予算の確保について
協議されるということである。
　７）早期からの支援で子どもが変わり、保護者
自身も子育てに見通しがもてるようになる中で、
保護者たちは親子教室のよさや療育の意義を認識
し、わが子の発達にとって、今大切なことは何か
を理解して、療育の場に通わせるようになってい
く。また、0歳段階から、子どもの育ちや子育て
について支援を受ける中で、保健師や保育者等へ
の信頼関係が築かれ、必要なときにはいつでもヘ
ルプサインを出してもいいと思えるようにもなっ
ていく。更には自ら療育の場に通っていることを
周りの人々に伝えることに抵抗感がなくなってい
く。そうした中で療育の場が特別な場ではなく、
それを必要とする子どもが当たり前に通う場とし
て市民の間にも認識されるようになっていく。こ
うして最近では保護者の方から療育の場に通わせ
たいと申し出るケースが増えてきているというこ
とである。

⑷�　宮崎県Mm地域の支援システムの現状と課題
　１）Mm地域のシステムは図３のようになって
いる。Mm地域のうちM市のデータをもとに見て
いくと、「親子教室」は、１歳半児健診後、２歳
半児健診後、３歳児健診後の３教室があり、加え
て「親子教室」の前段階の支援の場として緩やか
な遊びの場的な教室（H２３年より、１か所の子育
て支援センターにて実施）、及び「親子教室」か
ら療育の場へのつなぎ役となる教室（療育の場が
主催）がある。「親子教室」のスタッフは、児童
発達支援事業所の療育者、音楽療法士、臨床心理
士、保健師となっている。健診受診者中「親子教室」
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紹介が１・６健診で３３％、２・６健診で２８％、そ
の内「教室」に実際に参加しているのは１・６健
診で１４％、２・６健診で２５％（H２１年度）という
ことである。健診受診者中の「親子教室」への参
加の割合でみると、１・６教室で５％、２・６教
室で７％となる。これらの数字から見た場合、１、
２歳児段階で、グレーゾーンの子どもの把握及び
対応は一定なされてはいるものの、そこから療育
の場や保育園における支援に繋がっていないケー
スが多いのではないかと推測される。したがって
Mm地域での大きな課題の一つは、「親子教室」
のあり方並びにその後のフォローの問題といえ
る。もう一つは0歳からの早期発見・対応をどう
するかという問題もある。因みにM市の乳幼児健
診の受診率は８０％台と低い。この点も検討課題で
ある。

図３ M市（＋m町）の発達支援システム 

 
 

子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー 

南
部
こ
ど
も
福
祉
セ
ン
タ
ー 

児童発達支援セン

ター（定員 30名） 

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー 

保育園・幼稚園 

児童発達支援事業（1日利
用定員 20名）[母子通園] 

療育へのつなぎの教室 

子育て支援センター 

遊びの教室 (アイアイキッ
ズ)[支援センター1か所にて] 

m町親子教室 

 

m町健診 

就            学 

キッズラ

ンド 
２・６ 

キッズラ

ンド 
１・６ 

キッズラ

ンド 
３・６ 

キッズランド支所 

親 子 教 室 

赤ちゃん健診（赤ちゃん相談／5ヶ月児相談） 

１・６健診  ２・６健診  ３・６健診 
 

図３　M市（＋m町）の発達支援システム

　２）Mm地域には４つの子育て支援センターが
あるが、どのセンターでも「気になる親子」にど
う対応するか、悩みを抱えている。個別的に保健
師や療育の場とコンタクトを持つケースもありは
するが、組織立ってはいない。0・１歳の早期か
らの支援の充実と他機関との連携が課題といえ
る。また取り組みを充実させるためにはスタッフ
体制など改善も必要である。

５．まとめ
　以上、「保護者の子ども理解」という視点を問
題意識の一つに据えて、Ｉ市の支援システムから
学ぶべき点について検討してきた。保護者の子ど
も理解の問題は実は、保健師等による健診・相談

からはじまって、「親子教室」や療育、そして保
育園での保育とそれを支える「巡回相談」、更に
それぞれの取り組みから生み出される人と人の繋
がり等、発達支援システムのあり様全体の中で追
求されるべき問題であり、そうした早期からの発
達支援の取り組みの総体が「保護者の子ども理解」
を支援する取り組みになるのだということを、Ｉ
市の取り組みは教えてくれている。
　最後に、Mm地域の発達支援システムづくりに
おける今後の課題をまとめておきたい。一つには
「親子教室」のあり方並びにその後のフォロー体
制の検討、二つには0歳段階からの「疑い」も含
めた早期発見・対応体制の確立、三つには子育て
支援センター、保育園・幼稚園も含めた関係機関
の連携づくり（ケース検討や情報交換等の定期的
な連絡会の開催）、四つには乳幼児期の発達支援
システム全体のキーパーソン・コーディネーター
の明確化、五つには療育の場の増設と療育の質の
確保、さらにいえば六つには、「権利としての療
育保障」という視点をどう行政を含めた関係者で
掘り下げ共有していくか、こうしたことに取り組
むことが必要ではないかと考える。
　なかでも、Ｉ市に学んで、0歳段階からの「親
子教室」の充実がすぐに着手すべき課題といえる
のではないだろうか。その際、母子保健分野だけ
でスタッフ体制等を整えることが困難な場合は、
子育て支援センターと連携して取り組むことが考
えられる。「親子教室」同様、子育て支援センター
は保護者の費用負担がなく、かつ誰でも気軽に利
用できる場である。0・１歳児の利用も多い。す
でに１か所の子育て支援センターでは「親子教
室」の前段階の支援の場を市と共催という形で実
施している。また育児相談なども取り組まれてい
る。子育て支援センターを「活用」し、それを0
歳段階からの発達支援システムの中に明確に位置
づけることが必要であろう。同時に、子育て支援
センターや保育園・幼稚園の保育者たちが地域の
発達支援システムについて研修する機会を持つな
どして認識を更に深めることも大事ではないかと
思う。
　0歳からのきめ細かな取り組みが前進していく
その総体の中で、保護者がいわば「孤独な子育て
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から共同の子育て」の方へ一歩踏み出して、保健
師や保育者・療育者らへの信頼感を増していくこ
とを通して、保護者の子どもの理解が深まるとと
もに、療育等の特別な支援へのいわば「偏見」が
軽減し、今この子にとって何が大切かという視点
の共有がすすむのではないだろうか。
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１３）�心身障害児通園事業は１９７２年、厚生省（当時）
児童家庭局長通知「心身障害児通園事業実施
要綱」によって補助金事業として開始された。
障害種別を問わない、定員規模や職員配置基
準、施設整備の条件等が緩やかである、障害
確定前の段階から受け入れることができる等
制度的制約が少ないことなどから、措置制度
に基づく「通園施設」が全国的に微増である
のに対し、急増していった。反面、自治体の
超過負担が困難なところでは、通園施設に比
べ療育の諸条件が大変貧しい所も多くみられ
た。なお、保護者による療育料の負担は、原
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則的に無かった。１９９５年の「障害者プラン」
では、通園事業を地域の身近な療育の場と位
置づけて、当時３５０か所程度であったものを
１３００か所に増やす計画が提示された。これに
より一層設置が広がった。更に１９９８年には「障
害児通園（デイサービス）事業」と名称が変
わった。
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